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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　基板上に形成されたラインアンドスペースパターンを部分的に除去することにより基板
上にパターンを形成するパターン形成方法であって、
　複数の第１開口を有する第１層を前記ラインアンドスペースパターンの上に形成する第
１形成工程と、
　前記複数の第１開口のうち前記ラインアンドスペースパターンを部分的に除去するため
に用いる第１開口を露出させる第２開口を有する第２層を前記第１層の上に形成する第２
形成工程と、
　前記第２開口と前記第１開口とを介して前記ラインアンドスペースパターンを部分的に
除去する除去工程と、
　を含み、
　前記複数の第１開口は、前記ラインアンドスペースパターンにおける複数のライン上に
配置され、
　１つのライン上における複数の第１開口は、前記ラインアンドスペースパターンのピッ
チの２倍の間隔で当該ラインが伸びる方向に沿って配列され、且つ、前記ラインアンドス
ペースパターンの隣り合う２つのラインのうち一方のライン上の前記複数の第１開口の配
列と他方のライン上の前記複数の第１開口の配列は、前記方向に前記ピッチだけ互いにず
れている、ことを特徴とするパターン形成方法。
【請求項２】
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　前記基板は、複数の活性領域を電気的に分離するための分離領域を有し、
　前記ラインアンドスペースパターンは、前記分離領域上に形成され、
　前記第１形成工程では、前記分離領域の上のラインアンドスペースパターンの各ライン
に少なくとも１つの第１開口が配置され、
　前記第２開口によって露出される前記第１開口は、前記分離領域の上に形成されている
、ことを特徴とする請求項１に記載のパターン形成方法。
【請求項３】
　前記基板は、第１活性領域および第２活性領域を更に含み、
　前記分離領域は、前記第１活性領域と前記第２活性領域との間に配置され
　前記ラインアンドスペースパターンにおけるラインは、前記第１活性領域、前記第２活
性領域および前記分離領域にわたって、それらの上に形成されている、ことを特徴とする
請求項２に記載のパターン形成方法。
【請求項４】
　前記複数のラインは、前記方向における前記分離領域の上の長さが互いに異なって前記
基板上に形成されている、ことを特徴とする請求項２又は３に記載のパターン形成方法。
【請求項５】
　前記第２形成工程では、前記ラインアンドスペースパターンを部分的に除去するために
用いる２つ以上の第１開口が１つの前記第２開口によって露出されるように前記第２層を
形成する、ことを特徴とする請求項１乃至４のうちいずれか１項に記載のパターン形成方
法。
【請求項６】
　前記第１開口の寸法は、前記ラインアンドスペースパターンにおける１つのラインの幅
より大きい、ことを特徴とする請求項１乃至５のうちいずれか１項に記載のパターン形成
方法。
【請求項７】
　前記第１形成工程では、ＥＫＢプロセスおよびＤＴＤプロセスのうち一方を用いて前記
複数の第１開口を形成する、ことを特徴とする請求項１乃至６のうちいずれか１項に記載
のパターン形成方法。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、基板上にパターンを形成するパターン形成方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　半導体集積回路における回路パターンの微細化および高集積化に伴い、従来の二次元的
なパターン要素で回路パターンを構成する方法では、露光装置を用いて設計パターンを基
板上に忠実に転写することが困難になってきている。そのため、非特許文献１には、一次
元的なパターン要素だけで回路パターンを構成する技術、いわゆる一次元レイアウト技術
が提案されている。非特許文献１に開示されている一次元レイアウト技術とは、基板上に
単一ピッチのラインアンドスペースパターン（Ｌ＆Ｓパターン）を予め形成しておき、Ｌ
＆Ｓパターンを部分的に除去して回路パターンを作製する技術である。
【先行技術文献】
【非特許文献】
【０００３】
【非特許文献１】Michael C. Smayling et. al., “32nm and belowLogic Patterning us
ing Optimized Illumination and Double Patterning”, Proc. of SPIE, USA, SPIE, 20
09, Vol.7274, 7274K.
【非特許文献２】Shohei Yamauchi et. al., “Applicability ofdouble patterning pro
cess for fine hole patterns”,Proc. of SPIE, USA, SPIE, 2012, Vol.8325, 832526.
【発明の概要】
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【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　Ｌ＆Ｓパターンを部分的に除去するために用いられるパターンはカットパターンと呼ば
れる。カットパターンにおける複数の要素（カット要素）は、例えば、Ｌ＆Ｓパターン上
において、Ｌ＆Ｓパターンのピッチと同じピッチの碁盤の目状のグリッド（Ｅｖｅｎグリ
ッド）の各交点に配置されうる。つまり、Ｌ＆ＳパターンのピッチとＥｖｅｎグリッドの
ピッチは同等である。しかしながら、近年における回路パターンの更なる微細化および高
集積化に伴い、二重露光などの技術を用いて露光装置の解像限界より小さい線幅またはピ
ッチで形成されたＬ＆Ｓパターンを部分的に除去することが求められている。この場合、
複数のカット要素をＥｖｅｎグリッドに従って配置するように設計すると、複数のカット
要素の線幅やピッチも露光装置の解像限界より小さくなる。そのため、当該露光装置を用
いて複数のカット要素をＬ＆Ｓパターン上に形成することが困難になりうる。
【０００５】
　そこで、本発明は、露光装置の解像限界よりも小さい線幅または周期で形成されたライ
ンアンドスペースパターンを部分的に除去するために有利な技術を提供することを目的と
する。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　上記目的を達成するために、本発明の一側面としてのパターン形成方法は、基板上に形
成されたラインアンドスペースパターンを部分的に除去することにより基板上にパターン
を形成するパターン形成方法であって、複数の第１開口を有する第１層を前記ラインアン
ドスペースパターンの上に形成する第１形成工程と、前記複数の第１開口のうち前記ライ
ンアンドスペースパターンを部分的に除去するために用いる第１開口を露出させる第２開
口を有する第２層を前記第１層の上に形成する第２形成工程と、前記第２開口と前記第１
開口とを介して前記ラインアンドスペースパターンを部分的に除去する除去工程と、を含
み、前記複数の第１開口は、前記ラインアンドスペースパターンにおける複数のライン上
に配置され、１つのライン上における複数の第１開口は、前記ラインアンドスペースパタ
ーンのピッチの２倍の間隔で当該ラインが伸びる方向に沿って配列され、且つ、前記ライ
ンアンドスペースパターンの隣り合う２つのラインのうち一方のライン上の前記複数の第
１開口の配列と他方のライン上の前記複数の第１開口の配列は、前記方向に前記ピッチだ
け互いにずれている、ことを特徴とする。
【０００７】
　本発明の更なる目的又はその他の側面は、以下、添付図面を参照して説明される好まし
い実施形態によって明らかにされるであろう。
【発明の効果】
【０００８】
　本発明によれば、例えば、露光装置の解像限界よりも小さい線幅または周期で形成され
たラインアンドスペースパターンを部分的に除去するために有利な技術を提供することが
できる。
【図面の簡単な説明】
【０００９】
【図１】ロジック回路の構成を示す図である。
【図２】１つのスタンダードセルの構成例を示す図である
【図３】１つのスタンダードセルの構成例を示す図である。
【図４】Ｌ＆Ｓパターンの形成方法を説明するための図である。
【図５】カットパターンにおける複数のカット要素をＥｖｅｎグリッドに従って配置した
例を示す図である。
【図６】カットパターンにおける複数のカット要素を千鳥状のグリッドに従って配置した
例を示す図である。
【図７】本実施形態におけるパターン形成方法を示すフローチャートである。
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【図８】パターン形成方法の各工程におけるスタンダードセルを示す図である。
【図９】パターン形成方法の各工程における基板の断面を示す図である。
【図１０】本実施形態のパターン形成方法を用いて基板上に形成した回路パターンを示す
図である。
【発明を実施するための形態】
【００１０】
　以下、添付図面を参照して、本発明の好適な実施の形態について説明する。なお、各図
において、同一の部材ないし要素については同一の参照番号を付し、重複する説明は省略
する。
【００１１】
　本発明に係る実施形態のパターン形成方法について説明する。本実施形態は、例えば、
ロジック回路２の作製に用いられうる。ロジック回路２は、図１に示すように、複数のス
タンダードセル４を並べることによって構成される。スタンダードセル４は、例えばＣＭ
ＯＳによって形成される。そのため、基板には、図２に示すように、ｐ型活性領域５ａ（
第１活性領域）、ｎ型活性領域５ｂ（第２活性領域）、および分離領域６が設けられる。
図２は、１つのスタンダードセル４の構成例を示す図である。分離領域６は、ｐ型活性領
域５ａとｎ型活性領域５ｂとを電気的に分離するための分離領域６ａに加えて、隣接する
２つのスタンダードセル４の間において活性領域５の電気的な分離を行うための分離領域
６ｂも含みうる。
【００１２】
　また、基板上にはラインアンドスペースパターン（以下、Ｌ＆Ｓパターン）が形成され
る。Ｌ＆Ｓパターンは、複数のライン１（パターン要素）を含み、各ライン１は、ｐ型活
性領域５ａ、ｎ型活性領域５ｂ、および分離領域６ａにわたって、それらが並ぶ方向（Ｙ
方向）に沿って伸びるように基板上に形成される。このように形成された各ライン１は、
ｐ型活性領域５ａのＦＥＴおよびｎ型活性領域５ｂのＦＥＴのゲート電極として用いられ
、ｐ型活性領域５ａのＦＥＴとｎ型活性領域５ｂのＦＥＴとで同じゲート電位を与えるこ
とができる。一方で、ｐ型活性領域５ａのＦＥＴとｎ型活性領域５ｂのＦＥＴとで異なる
ゲート電位を与える場合には、分離領域６ａ上のライン１を部分的に除去（切断）する必
要がある。図２における部分１ａが、分離領域６ａ上のライン１が除去された部分である
。さらに、隣接する２つのスタンダードセルの間ではゲート電位を別々に制御するため、
当該２つのスタンダードセルの間における分離領域６ｂ上のライン１も部分的に除去（切
断）する必要がある。図２における部分１ｂが分離領域６ｂ上のライン１が除去された部
分である。ここで、ｐ型活性領域５ａ上の複数のライン１において長さ（Ｙ方向）が互い
に異なる場合、もしくはｎ型活性領域５ｂ上の複数のライン１において長さ（Ｙ方向）が
互いに異なる場合がありうる。この場合、図３に示すように、分離領域６ａ上の複数のラ
イン１においても長さ（Ｙ方向）が互いに異なりうる。
【００１３】
　このように、一次元的なライン１を複数含むＬ＆Ｓパターンを基板上に予め形成してお
き、Ｌ＆Ｓパターンを加工することによって所望の回路パターンを作製する技術は、一般
に、一次元レイアウト技術と呼ばれる。「Ｌ＆Ｓパターンを加工する」とは、Ｌ＆Ｓパタ
ーンを部分的に除去することだけでなく、Ｌ＆Ｓパターンのライン１同士を接続すること
も含みうる。１次元レイアウト技術は、上述したように、例えばＦＥＴのゲート電極を形
成する工程に用いられ、Ｌ＆Ｓパターンの１つのライン１が１本のゲート電極になる。基
板上にＬ＆Ｓパターンを形成する工程は、例えば投影光学系を有する露光装置を用いて行
われうる。当該露光装置が解像することができる範囲においては、マスク上に形成された
Ｌ＆Ｓパターンを当該露光装置を用いて基板に転写することによって基板上にＬ＆Ｓパタ
ーンを形成することができる。一方で、近年では、回路パターンの更なる微細化および高
集積化に伴い、露光装置の解像限界（露光装置が解像することができる最小の線幅）より
小さい線幅のライン１を有するＬ＆Ｓパターンを形成することが求められている。しかし
、露光装置を用いてマスクのパターンを基板上に露光する露光工程、現像工程およびエッ
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チング工程を単純に１回行うだけでは、露光装置の解像限界より小さい線幅のラインを有
するＬ＆Ｓパターンを形成することはできない。
【００１４】
　例えば、ＡｒＦレーザ（波長１９３ｎｍ）を用いる露光装置の投影光学系の最大ＮＡ（
開口数）は１．３５であるため、解像限界はハーフピッチで３６ｎｍ（＝０．２５×（１
９３ｎｍ／１．３５））となる。そのため、解像限界よりも短い３０ｎｍ以下の線幅のラ
イン１を有するＬ＆Ｓパターンを、露光工程、現像工程およびエッチング工程を単純に１
回行うだけで基板上に形成することはできない。即ち、解像限界の２倍よりも短い６０ｎ
ｍ以下のピッチを有するＬ＆Ｓパターンを、それらの工程を単純に１回行うだけで基板上
に形成することはできない。以下に、露光装置の解像限界より小さい線幅のライン１を有
するＬ＆Ｓパターンを形成する方法について、図４を参照しながら説明する。例えば、ラ
イン１の線幅およびスペースの幅がそれぞれ２０ｎｍであるＬ＆Ｓパターンを形成する方
法について説明する。以下では、ライン１の線幅およびスペースの幅がそれぞれ２０ｎｍ
である場合をＬ／Ｓ＝２０／２０ｎｍと表す。
【００１５】
　［Ｌ＆Ｓパターンの形成方法について］
　まず、図４（ａ）に示すように、シリコン基板１０上にゲート酸化膜１１、ゲート材料
１２、およびハードマスク１３を形成し、ハードマスク１３の上にＬ／Ｓ＝２０／６０ｎ
ｍのレジストパターンを形成する。Ｌ／Ｓ＝２０／６０ｎｍのレジストパターンは、例え
ば、Ｌ／Ｓ＝４０／４０ｎｍのマスクパターンを露光装置を用いてレジストに露光した後
、酸素プラズマなどによってレジストを等方的にエッチングすることによって作製されう
る。
【００１６】
　ハードマスク１３の上にＬ／Ｓ＝２０／６０ｎｍのレジストパターンを形成した後、図
４（ｂ）に示すように、ＣＶＤやスパッタなどを用いて酸化膜１５を成膜する。酸化膜１
５は、その膜厚が、Ｌ＆Ｓパターンにおけるライン１の線幅と同じになるように、即ち膜
厚が２０ｎｍとなるように成膜される。当該酸化膜１５の成膜は等方的に行われるため、
ハードマスク１３の上のレジストの側面に形成された酸化膜１５（サイドウォールと呼ぶ
）の膜厚も、Ｌ＆Ｓパターンにおけるライン１の線幅と同じ２０ｎｍとなる。ここでは、
酸化膜１５を成膜したが、酸化膜１５は下地のハードマスク１３をエッチングするために
用いられるため、酸化膜１５に限られるものではなく、例えばカーボン膜であってもよい
。
【００１７】
　次に、図４（ｃ）に示すように、酸化膜１５を、ハードマスク１３の上に形成されたレ
ジストの上面が現われるまで異方性エッチングを行う。そして、図４（ｄ）に示すように
、酸素プラズマなどを用いて、ハードマスク１３の上のレジストを除去する。これにより
、ハードマスク１３の上にはサイドウォールのみが残り、酸化膜１５によって構成された
Ｌ／Ｓ＝２０／２０ｎｍのパターンを形成することができる。このように形成された酸化
膜１５のパターンをマスクとして、図４（ｅ）に示すようにハードマスク１３の異方性エ
ッチングを行い、酸化膜１５を除去した後、図４（ｆ）に示すようにハードマスク１３を
マスクとしてゲート材料１２の異方性エッチングを行う。これにより、図４（ｇ）に示す
ように、ゲート材料１２によって構成されたＬ／Ｓ＝２０／２０ｎｍのＬ＆Ｓパターンを
シリコン基板１０（ゲート酸化膜１１）の上に形成することができる。
【００１８】
　［Ｌ＆Ｓパターンの部分的な除去について］
　Ｌ＆Ｓパターンを部分的に除去するために用いられるパターンはカットパターンと呼ば
れる。カットパターンにおける複数の要素（カット要素９）は、例えば、Ｌ＆Ｓパターン
上において、Ｌ＆Ｓパターンのピッチと同じピッチの碁盤の目状のグリッド（Ｅｖｅｎグ
リッド）の各交点に配置されうる。つまり、Ｌ＆ＳパターンのピットとＥｖｅｎグリッド
のピッチは同等である。図５は、カットパターンにおける複数のカット要素９をＥｖｅｎ
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グリッドに従って配置した例を示す図である。しかしながら、近年における回路パターン
の更なる微細化および高集積化に伴い、露光装置の解像限界より小さい線幅のライン１を
有するＬ＆Ｓパターンを部分的に除去することが求められている。この場合、カットパタ
ーンにおける複数のカット要素９をＥｖｅｎグリッドに従って配置するように設計すると
、複数のカット要素の線幅やピッチも露光装置の解像限界より小さくなる。そのため、当
該露光装置を用いて複数のカット要素９をＬ＆Ｓパターン上に形成することが困難になり
うる。そこで、本実施形態では、カットパターンにおける複数のカット要素９を、図６に
示すように、千鳥状のグリッドに従って配置する。図６は、カットパターンにおける複数
のカット要素９を千鳥状のグリッドに従って配置した例を示す図である。カットパターン
は、例えば、Ｌ＆Ｓパターンにおける複数のライン上に複数のカット要素９が配置される
ように構成される。そして、１つのライン上における複数のカット要素９は、Ｌ＆Ｓパタ
ーンのピッチの２倍の間隔でライン１が伸びる方向（Ｙ方向）に沿って配列される。また
、隣り合う２つのラインのうち一方のカット要素９の配列と他方のカット要素９の配列と
は、Ｙ方向にＬ＆Ｓパターンのピッチだけ互いにずれている。このようにカットパターン
を構成することにより、カットパターンにおける複数のカット要素９同士の間隔を広げる
ことができる。その結果、上述したように基板上に形成されたＬ＆Ｓパターンにおける複
数のライン１上に、複数のカット要素９を形成することが容易になる。
【００１９】
　［パターン形成方法について］
　以下に、本実施形態におけるパターン形成方法について、図７～図９を参照しながら説
明する。図７は、本実施形態におけるパターン形成方法を示すフローチャートである。ま
た、図８は、パターン形成方法の各工程におけるスタンダードセル４を示す図であり、図
９は、パターン形成方法の各工程における基板の断面（ＸＺ断面）を示す図である。図９
は、図６における破線Ａ－Ａ’における断面を示している。以下の説明では、図４におい
て示したゲート酸化膜１１を省略し、シリコン基板１０を単に「基板３」を呼ぶ。
【００２０】
　Ｓ１０１では、図８（ａ）に示すように、基板３上にＬ＆Ｓパターンを形成する。基板
３上へのＬ＆Ｓパターンの形成は、例えば上述した方法によって行われうる。このときの
線分Ａ－Ａ’の断面図は、図９（ａ）に示すようになる。Ｓ１０２では、Ｌ＆Ｓパターン
上に、図８（ｂ）に示すように、カットパターンにおける複数のカット要素９としての複
数の第１開口７ａを有する第１層７を形成する。第１層７は、例えば、レジストや酸化膜
などによって構成されうる。このときの断面図は、図９（ｂ）に示すようになる。複数の
第１開口７ａは、各第１開口７ａがカットパターンにおける各カット要素に対応するよう
に、カットパターンに従って千鳥状に配置される。即ち、１つのライン１上における複数
の第１開口７ａが、Ｌ＆Ｓパターンのピッチの２倍の間隔でライン１が伸びる方向（Ｙ方
向）に沿って配列するように第１層７を形成することができる。また、隣り合う２つのラ
イン１のうち一方の第１開口７ａの配列と他方の第１開口７ａの配列とがＹ方向にＬ＆Ｓ
パターンのピッチだけ互いにずれるように第１層７を形成することができる。ここで、図
７では、各第１開口７ａの寸法は、Ｌ＆Ｓパターンにおけるライン１の幅より小さいが、
実際には、ライン１の一部を容易に除去することができるようにライン１の幅より大きく
することが好ましい。
【００２１】
　このように千鳥状に配置された複数の第１開口７ａを有する第１層を形成する方法とし
ては、例えば非特許文献２に記載された２つの方法が挙げられる。非特許文献２には、Ｅ
ＫＢプロセスおよびＤＴＤ（Ｄｕａｌ　Ｔｏｎｅ　Ｄｅｖｅｌｏｐｍｅｎｔ）プロセスの
２つの方法が記載されている。これらの方法は、Ｌ＆Ｓパターンを部分的に除去するため
に開発されたものではないが、これらの方法を一次元レイアウト技術に応用することがで
きる。ＥＫＢプロセスでは、円柱状にそれぞれ形成された複数のレジストパターンを、Ｅ
ｖｅｎグリッドで配置し、そのレジストパターンをもとに酸化膜の成膜とエッチバックを
行う。そして、レジストパターンを除去することにより、複数の開口が千鳥状に配置され
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た酸化膜の層を形成することができる。また、ＤＴＤプロセスでは、Ｌ＆Ｓパターンが形
成された基板３上にレジストを塗布し、当該レジストに対してポジ現像とネガ現像とを連
続して行うことにより、複数の開口が千鳥状に配置されたレジストの層を形成することが
できる。
【００２２】
　Ｓ１０３では、第１層７に形成された複数の第１開口７ａのうち、Ｌ＆Ｓパターンを部
分的に除去するために用いる第１開口７ａ’を選択する。Ｓ１０４では、図８（ｃ）に示
すように、Ｓ１０２で形成された第１層７の上に、Ｓ１０３で選択された第１開口７ａ’
を露出させる第２開口８ａを有する第２層８を形成する。第２層８は、例えば、レジスト
や酸化膜などによって構成されうる。このときの断面図は、図９（ｃ）に示すようになる
。このように形成された第２開口８ａは、露光装置の解像限界よりも大きい寸法で形成さ
れることができる。ここで、第２層８は、Ｓ１０３で選択された２つ以上の第１開口７ａ
’が１つの第２開口８ａによって露出されるように形成されもよい。
【００２３】
　Ｓ１０５では、図８（ｄ）に示すように、スパッタやエッチングなどの工程により、第
１層７の第１開口７ａ’および第２層８の第２開口８ａを介してＬ＆Ｓパターンを部分的
に除去する。このときの断面図は、図９（ｄ）に示すようになる。Ｓ１０６では、第１層
７および第２層８を除去する。これにより、図１０に示すように、基板３上に形成された
Ｌ＆Ｓパターンを部分的に除去し、基板３上に所望の回路パターンを形成することができ
る。図１０は、本実施形態のパターン形成方法を用いて基板３上に形成した回路パターン
を示す図である。
【００２４】
　上述したように、本実施形態に係るパターン形成方法は、露光装置の解像限界より小さ
い線幅のライン１を有するＬ＆Ｓパターン上に、千鳥状に配置された複数の第１開口７ａ
を有する第１層７を形成する。また、Ｌ＆Ｓパターンを部分的に除去するために用いる第
１開口７ａを露出させる第２開口８ａを有する第２層８を第１層７の上に形成する。そし
て、第１開口７ａおよび第２開口８ａを介してＬ＆Ｓパターンを部分的に除去する。これ
により、露光装置の解像限界より小さい線幅のライン１を有するＬ＆Ｓパターンを部分的
に除去し、基板上に所望の回路パターンを形成することができる。
【００２５】
　以上、本発明の好ましい実施形態について説明したが、本発明はこれらの実施形態に限
定されないことはいうまでもなく、その要旨の範囲内で種々の変形および変更が可能であ
る。
【符号の説明】
【００２６】
１：ライン、５：活性領域、６：分離領域、７：第１層、７ａ：第１開口、８：第２層、
８ａ：第２開口
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【図３】 【図４】
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【図５】 【図６】

【図７】 【図８】
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【図９】 【図１０】
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